
 

 

令和４年度公益社団法人船橋市清美公社事業報告書 

 

 

第 ５５ 期 

 

 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

法人の全体的事項 

 当法人は、市民生活における環境衛生の向上を図る実施機関として、昭和４３年

に設立された社団法人であり、平成２４年４月１日より、公益法人制度改革関連法

の施行に伴い公益社団法人へと移行しました。 

この法人の目的は、船橋市及びその周辺地域における公衆衛生の向上、災害の防

止並びに生活環境の保全を図り、市民の福祉増進に寄与することとしております。 

 
事業概要 

都市環境の整備に伴い、し尿収集事業及び浄化槽関連事業の減少が顕在化してい

る状況から、公社運営の安定化を図るため、下水道関連事業の強化と地域社会に密

着した生活関連事業の拡充に努めるとともに、環境衛生サービスの実施機関として、

生活環境の保全と市民の視点に立った良質なサービスの提供に努めました。 

 

事業内容 

Ⅰ 公益目的事業 

１．し尿の収集及び運搬事業 

公共下水道整備区域の拡大に伴い、し尿収集戸数の点在化が進む中で、収集

効率を高めるため地域の実状を十分把握し、作業区域の見直しや、市民の要望

に即した収集体制の充実を図り、船橋市、習志野市、八千代市の市域住民の生

活環境に支障が生じないよう完全収集に努めました。 

 

２．浄化槽清掃に係る浄化槽汚泥の収集及び運搬事業 

下水道整備区域の拡大に伴い、浄化槽の設置基数が減少していく中で、適正

に浄化槽の清掃を実施するとともに、汚泥の収集及び運搬を適切に行い、市民

の快適な生活環境の確保に努めました。 

 

３. 脱水汚泥その他一般廃棄物の収集及び運搬事業 

脱水汚泥の運搬にあたっては、船橋市との連絡を密に行い、確実な収集運搬

を実施することで、処理施設の運転に支障を来さぬよう努めました。 

 

 



 

 

４．駅前等における美化清掃事業 

ＪＲ船橋駅をはじめとした市内９駅の駅前他４か所の路肩・歩道及び植込み

の中などの清掃を適切に行うことにより、公衆衛生の向上に努めました。 

 

５．下水処理施設等の維持管理事業 

西浦下水処理場及び関連する処理施設の維持管理にあたっては、益々高度化

する運転管理に対応するため、職員の資質向上と技能・技術の研鑚を図り、日

常保守点検はもとより豪雨等には緊急体制をとり、適正な維持管理に努めまし

た。 

 

６．公共下水道管渠管理事業 

公共下水道管渠等の維持管理業務の実施にあたっては、下水道管路施設、河

川及び調整池等の維持管理に係る通常業務を確実に遂行するとともに、豪雨等

には緊急体制をとり、水害等の防止に努めました。 

 

７．住居衛生及び上下水道等に係る２４時間対応の相談、助言に関する事業 

市民に密着したサービスとして、上下水道に係る様々な相談に対し的確に助

言するため、３６５日２４時間対応体制を確保し、市民の環境衛生の向上に努

めました。 

 

８．生活環境の保全及び公衆衛生の向上に係る環境啓発活動事業 

船橋市などが主催する催事へ積極的に参加し、生活環境の保全及び公衆衛生

の向上に係る環境啓発活動に努めました。 

 

Ⅱ 収益事業 

１．監視センター・排水機場監視点検事業 

高潮及び豪雨対策として設置されている、排水機場並びに水門の運転管理に

ついては、確実な日常管理を行うとともに、豪雨等には緊急体制をとり、市域

の水害の防止に努めました。 

 

２．浄化槽保守点検事業 

浄化槽の保守点検の実施にあたっては、高度処理型合併浄化槽の普及に伴い

必要となる技能・技術の研鑽に努め適正な維持管理を行うと共に、設置者への

情報提供や法定検査の受検を促し関係法令に基づく水質保全の確保に努めまし

た。 

 

３．浄化槽設備等工事事業 

上下水道に係る各種設備の工事については、必要に応じた付帯機器の補修を

行い、設備の機能を維持することにより、市民の快適で衛生的な生活環境の確



 

 

保に努めました。 

 

４．給排水設備等清掃事業 

トイレ、各種排水管の詰まり、水質及び土壌分析等の生活関連業務や、下水

道、河川、道路、公園等公共施設の保全に係る業務において、器具機材の充実

と従事者の技術の修得を図りつつ迅速かつ的確な対応に努めました。 

 

５．下水処理場運転事業 

高瀬下水処理場及び関連する施設の運転にあたっては、職員の資質向上と技

能・技術の研鑚を図り、処理施設の機能を十分発揮し、放流水の水質を常時良

好な状態に保持するよう適正な運転管理に努めました。 

 

〈附属明細書の作成について〉 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第３４条第３項に規定

する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないため、附属明細書

は作成しない。 

 

 



 

 

Ⅲ 役 員 名 簿                 令和５年３月３１日現在 

 

 

 

Ⅳ 組 織 図                   令和５年３月３１日現在 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

役 職 名 氏  名 備 考 

理 事 長 金子 公一郎 常 勤 

専務理事 髙橋  潤 弐 常 勤 

理事（非常勤） 御園生 剛志 船橋市環境部長 

監事（非常勤） 岡田  敏 男 税理士・公認会計士 

監事（非常勤） 大 益  稔 学識経験者 

 
理事長 

専務理事 

事務局長 

総務部長 総務課 

事業部長 

業務課 

事業課 

施設課 

管理課 

下水道部長 

分析センター

監 事 

保全整備室 

会 員 

理 事 



 

 

Ⅴ 車両整備 

 

 １．車両保有状況 

令和５年３月３１日現在 

車    種 

バ キ ュ ― ム 車 

特

殊

車 

貨

物

車 

保

守

点

検

車 
業

務

連

絡

車 
乗

用

車 

マ

イ

ク

ロ

バ

ス 

合

計 

2ｔ 3ｔ 4ｔ 7t 計 

車両数（台） 5 10 3 1 19 23 17 11 7 3 1 81 

 

 ２．車両更新状況 

 

    車両更新なし 

 

 

Ⅵ 職員構成 

令和５年３月３１日現在 

（ 人 ） 

職員 継続雇用職員 嘱託員 合 計 

91 4 61 156 

 

 

 




